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兵 庫 県 加 東 市 長 
印 

普　　　　通　　　　徴　　　　収 
期別 
１ 
２ 
３ 
４ 

納付税額 納　 期 　限 
30,500

30,000

30,000

0

平成20年 7 月31日

平成20年 9 月 1 日

平成20年 9 月30日

平成20年10月31日

円 

円 

円 

円 

 

期別 
５ 
６ 
７ 
８ 

月別 
４ 
６ 
８ 
１０ 
１２ 
２ 

納付税額 納　 期 　限 

特　別　徴　収 

行　政　区 
通知書番号 
記 号 番 号 

 

年　税　額 

20000

　　　　　　　00000

　　　0000000

0

0

0

0

平成20年12月 1 日

平成20年12月25日

平成21年 2 月 2 日

平成21年 3 月 2 日

円 

円 

円 

円 

 

納 付 税 額 
0

0

0

30,400

30,000

30,000

円 

円 

円 

円 

円 

円 

 

750,000円 

 

180,900円 

 

特別徴収義務者・対象年金・対象年金額 
社会保険庁

○○年金

平成20年度 国民健康保険税納税通知書 

ここに金額が記載されている方は、
年金から天引き（特別徴収）させ
ていただく方で、金額はその天引
き額です。 

平成２０年度の国民健康保険税の税額を決定しま 
したので通知します。 
　下記の各期期限までに納付してください。 
 

被
用
者
保
険
の
扶
養
を
外
れ
た
 

と
き
に
は
、国
民
健
康
保
険
の
 

加
入
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く
 

  

一
定
の
条
件
を
満
た
す
世
帯
の
方
は
 

国
民
健
康
保
険
税
を
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）し
ま
す
 

天
引
き
は
十
月
か
ら
 

　
平
成
二
十
年
度
か
ら
の
医
療
制

度
改
正
に
伴
い
、
六
十
五
歳
か
ら

七
十
四
歳
の
国
民
健
康
保
険
の
加

入
者
で
一
定
の
条
件
を
満
た
す
世

帯
主
の
方
（
国
民
健
康
保
険
税
は

世
帯
主
の
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
）

に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
税

を
あ
ら
か
じ
め
年
金
か
ら
引
か
せ

て
い
た
だ
く
「
特
別
徴
収
」
制
度

が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
こ
れ
に
伴
い
、
加
東
市
に
お
い

て
も
、
十
月
か
ら
特
別
徴
収
を
開

始
し
ま
す
。
年
金
か
ら
の
天
引
き

の
対
象
と
な
る
世
帯
主
の
方
に
は
、

七
月
中
旬
に
お
送
り
し
た
「
平
成

二
十
年
度
国
民
健
康
保
険
税
納
税

通
知
書
」
な
ど
で
ご
案
内
し
て
い

ま
す
が
、
十
月
支
給
の
年
金
か
ら

天
引
き
を
開
始
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
今
一
度
ご
確
認
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
 

 天
引
き
の
対
象
と
な
る
方
 

　
対
象
と
な
る
世
帯
主
は
、
次
の

す
べ
て
の
条
件
に
該
当
す
る
方
で

す
。
 

①
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
被
保

　
険
者
で
あ
る
こ
と
 

②
世
帯
主
が
六
十
五
歳
以
上
七
十

　
四
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
 

③
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
被

　
保
険
者
の
方
全
員
が
六
十
五
歳

　
以
上
七
十
五
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
 

④
一
年
間
に
受
け
取
る
年
金
額
が

　
十
八
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
 

⑤
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
で
あ

　
る
こ
と
 

⑥
国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険

　
料
の
合
計
額
が
年
金
額
の
二
分

　
の
一
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
 

⑦
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
の
方

　
法
が
口
座
振
替
で
な
い
こ
と
 

 天
引
き
を
希
望
さ
れ
な
い
場
合
 

　
前
記
の
条
件
に
該
当
さ
れ
る
方

で
も
、
次
の
条
件
を
満
た
す
方
は
、

天
引
き
で
は
な
く
口
座
振
替
に
よ

り
納
付
（
普
通
徴
収
）
し
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

①
国
民
健
康
保
険
税
を
直
近
の
二

　
年
間
滞
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
 

②
今
後
も
確
実
に
納
付
し
て
い
た

　
だ
く
こ
と
を
確
約
し
て
い
た
だ

　
け
る
こ
と
 

　
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
口
座
引
き
落
し
を

希
望
さ
れ
る
金
融
機
関
で
口
座
振

替
の
手
続
き
を
行
っ
て
い
た
だ
い

た
後
、
口
座
振
替
申
込
書
と
納
付

方
法
変
更
申
出
書
を
税
務
課
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
な
お
、
納
付
方
法
の
変
更
時
期

は
後
日
郵
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

 問
い
合
わ
せ
 

　
総
務
部
税
務
課（
社
庁
舎
）
 

　
1
４
３
・
０
３
９
７
 

　
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
）
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
会

社
の
健
康
保
険
な
ど（
被
用
者
保
険
）に

加
入
さ
れ
て
い
た
方
が
七
十
五
歳
に
な

ら
れ
る
と
、
自
動
的
に
長
寿
医
療
保
険

の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、

そ
の
扶
養
家
族
で
あ
る
方
は
、
会
社
の

健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
の
資
格
を

喪
失
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
国

民
健
康
保
険
に
あ
ら
た
に
加
入
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
引
き
続
き

他
の
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
る
場
合
は

除
き
ま
す
） 

　
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
手
続
き
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
 

問
い
合
わ
せ
 

　
市
民
生
活
部
保
険
・
医
療
課
 

　（
滝
野
庁
舎
）
 

　
1
４
８
・
３
０
０
２
 

 会社の健康保険（被用者 
保険）に加入している方 

その扶養家族 

75歳に 
なったら 

長寿医療保険 
へ移行 

扶養家族は 
被用者保険 
の加入資格 
を失います 

国民健康保険に加 
入してください 


